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導入計画認定・税制措置適用までの流れ

 「導入計画の認定」と「税の基準適合性の確認」について権限委任

開発供給事業者
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国
（主務大臣） 市町村

①開発供給計画
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【適用要件】
取得価額の合計額が
３億円以下のものに限る

③地域課題解決型ローカル5G
用無線局活用事業計画の提出

固定資産税（ローカル５G）のみ

事業計画への同意

※電波法に基づく免許申請時に市町村長の同意を受けた書類を添付

固定資産税
（ローカル５G）のみ
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：経済産業大臣

：事業所管大臣

：総務大臣

事

総

認定開発供給計画
の情報と連動

電波法に基づく手続き

②導入計画の申請

⑤課税特例基準
適合確認申請

※ツーステップローン等の金融支援措置を受けるためには、②導入計画の認定を受けた後に、事業者が各金融機関等に相談する。


